
全国・全道スポーツ大会開催運営補助金交付要綱 

    

（補助金について） 

第１条 苫小牧市で開催される全国・全道規模の大会の開催時に交付する。 

 

（補助対象事業） 

第２条 苫小牧市で開催され、次の各号の全てに該当する各地区の予選大会等を経て開催される大会とす

る。ただし、市長が特に必要と認める場合はその限りではない。 

⑴ 主に小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校の学生を対象とし、小学校、中学校及び高等学校の

学生の総数が出場者全体の半数を超える大会 

⑵ 次のいずれかの団体が主催する大会 

ア 公益財団法人日本スポーツ協会加盟の競技団体 

イ 公益財団法人北海道スポーツ協会加盟の競技団体 

ウ 全国中学校体育連盟 

エ 北海道中学校体育連盟 

 オ 公益財団法人全国高等学校体育連盟 

 カ 北海道高等学校体育連盟 

 キ 全国高等学校野球連盟 

 ク 北海道高等学校野球連盟 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象として認められる経費は、別表２のとおりとする。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表１のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

 

（交付申請） 

第５条 交付申請の提出期限は、大会開催の２週間前とする。期限を過ぎてからの申請は認めない。 

 提出書類は以下のとおりとする。 

ア 交付申請書兼請求書（様式第１号） 

イ 収支予算書（様式第２号） 

ウ 大会要項（開催概要がわかるもの） 

エ その他市長が認める書類 

 

（実績報告） 

 第７条 実績報告の提出期限は、遠征終了後の１か月以内又は３月３１日のいずれか早い日とする。期限を過

ぎてからの報告は認めない。 

⑵ 提出書類は、次のとおりとする。 

ア 実績報告書（様式第４号） 

イ 収支決算書（様式第５号） 

ウ 大会成績報告書 

   エ その他会長が認める書類 

 

（委任） 

 第８条 補助金を請求するにあたり、申請者と受領者が異なる場合は、委任状（様式７号）を提出すること。 



 

 附則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表１ 

大会規模 参加人数 予算規模 補助額 

全国 １，０００人以上 
１０，０００千円以上 ２，０００千円以内 

１０，０００千円未満５，０００千円以上 １，０００千円以内 

５，０００千円未満 

３，０００千円以上 
５００千円以内 

３，０００千円未満 

２，０００千円以上 
３００千円以内 

２，０００千円未満 

１，０００千円以上 
２００千円以内 

１，０００千円未満 １００千円以内 

１，０００人未満 

８００人以上 
５，０００千円以上 １，０００千円以内 

５，０００千円未満 

３，０００千円以上 
５００千円以内 

３，０００千円未満 

２，０００千円以上 
３００千円以内 

２，０００千円未満 

１，０００千円以上 
２００千円以内 

１，０００千円未満 １００千円以内 

８００人未満 

６００人以上 
３，０００千円以上 ５００千円以内 

３，０００千円未満 

２，０００千円以上 
３００千円以内 

２，０００千円未満 

１，０００千円以上 
２００千円以内 

１，０００千円未満 １００千円以内 

６００人未満 

４００人以上 
２，０００千円以上 ３００千円以内 

２，０００千円未満 

１，０００千円以上 
２００千円以内 

１，０００千円未満 １００千円以内 

４００人未満 

２００人以上 
１，０００千円以上 ２００千円以内 

１，０００千円未満 １００千円以内 

２００人未満 
 １００千円以内 

全道   
 １５０千円以内 

 



別表２ 

補助対象経費 

報償費、報酬費 審判、医師又は看護師への謝金 

旅費 審判、医師、看護師、役員等の旅費 

消耗品費 オフィス事務用品、文具、コピー用紙、トロフィー等の消耗品 

印刷製本費 ポスター、パンフレット、プログラム、賞状等の印刷代等 

通信運搬費 郵便料、宅配便料金、電話代等 

手数料 振込手数料等 

使用料及び賃借料 会場・会議室等の使用料、用具等の賃借料等 

設営費 会場等の設営に係る費用 

食糧費 お弁当、茶菓子代等 

会議費 大会のために開催される会議に係る費用 

その他 その他市長が必要と認める費用 

  

 


